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令和８年度 事業計画 
 
 
１ 事業実施の目的   
  

 
 
 
 

 

 

２ 令和８年度の取組事項 
（１） 持続可能な循環型社会の実現に向けた取組の推進 

① ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 
②市民の行動変容につなげる共働の推進 

（２） 出前講座の実施 
（３） 新規会員の募集 
（４） エコライフ俱楽部フェスタの開催 
（５） イベント出展予定スケジュール 
（６） とよたエコライフ倶楽部通信の作成・発行 
（７） とよた・ゼロカーボンアクションの推進 
 

 

３ 事業計画 
 
（１）持続可能な循環型社会の実現に向けた取組の推進 

  ①３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 

ねらい ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の取組を、「行動」や「実践」と
いった、さらに市民に見える形で推進し、（市民の）行動変容につなげる。 

目 標 生ごみの削減や雑紙の分別、食品ロスの削減等の資源循環やごみの減量に関
する「実践取組」を実施する。 

取組内容 

 資源循環やごみの減量に関する「実践取組」の実施 

  ①燃やすごみに多く含まれる生ごみを堆肥化するコンポストや生ごみ処
理機器の普及活動の推進 

   ・豊田市が貸与しているカバン型コンポスト生ごみ処理機器の普及促
進について、市内イベント等での啓発などに共働して取り組む。 

  ②燃やすごみに多く含まれる雑紙分別の促進 
   ・雑紙分別促進について、出前講座や市内イベント等での啓発などに

共働して取り組む。 

とよたエコライフ倶楽部は、豊田市環境基本計画に定める目標達成に向け、市民、事業者、
行政の連携の下、環境の保全と創造に向け各々が役割を理解し実践することにより、市民 
一人ひとりに環境に配慮した行動を促すとともに、より多くの市民の参加を得て「持続可能
な社会」の構築に寄与することを目的とする（とよたエコライフ倶楽部規約第２条）。 
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③食品ロス削減の推進 

   ・市内スーパーマーケット、ドラッグストア等と連携して、「手前どり」
などの周知・啓発を実施する。 

④プラスチックごみの削減 
・プラスチック一括回収によるごみ分別変更の周知 
・不要になった傘などを利用したアップサイクルの取組の推進 
 

 
②市民の行動変容につなげる共働の推進 

ねらい 環境率先行動する市民や事業者を増やすことにより、エコライフを促進する 

目 標 様々な世代の市民や事業者・団体等と連携し、共働する取組を実施する。 

取組内容 
 

 環境配慮行動の拡大のための共働した取組の検討・実施 
  
 （活動例） 

①地域におけるコンポスト堆肥回収及び基材提供拠点の設置支援 
 
②若者世代や事業者などと連携した取組の検討 

  ・とよた SDGs パートナーである学校等と連携した環境教育の実施 
  ・青少年センター登録のボランティアなどとイベント等でのブース運営 
   
 
  ③とよたエコライフ倶楽部の団体会員との地域における環境配慮行動 

促進の取組 
  ・団体会員と連携した事業所等での啓発活動の実施 
  ・とよたエコライフ倶楽部フェスタへの団体会員等のブース出展 
 

 
（２）出前講座 

ねらい ・エコライフ（地球にやさしい暮らし方）を楽しむ市民を増やす 

目 標 
 
・出前講座実施数 １５件 

 
・令和７年度実績 １３件 

取組内容 ・出前講座メニューの配布（小中学校・こども園・交流館など） 
・出前講座の実施 
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（３）新規会員の募集 

ねらい ・多面的なエコライフ活動の推進 

目標 ・新規会員登録数 ５件 

 
取組内容 
 

・現部会員を中心に声掛けによる勧誘の実施 
・包括連携６大学の学生などと連携した周知・活動の実施 
・市の広報や関係機関が所属する団体での周知活動の実施 

 

（４）エコライフ俱楽部フェスタの開催 

ねらい ・エコライフ俱楽部の取組を市民に楽しく知ってもらう機会の提供 

目標 
 
・参加者 300 名 
 

・令和７年度実績 300 名 

取組内容 
（例） 

・取組内容を紹介 
・新規会員の募集 

 
（５）イベント出展予定スケジュール（各日程詳細は確認中） 

時期※ イベント名 スタッフ 場所 参加者数(推計) 
4月 ガーデニングフェスタ 8人 西山公園 300人 
5月 メーデー 3人 豊田スタジアム 500人 
10月 とよたものづくりフェスタ 3人 スカイホールとよた 200人 
12月 エコットフェスタ 3人 エコット 200人 

  ※ 時期は令和８年度実施計画上の時期 
 
（６）とよたエコライフ倶楽部通信の作成・発行 
  令和８年度は、２回の通信の発行（９月、２月）を予定 
 
（７）とよた・ゼロカーボンアクションの推進 
  「とよた・ゼロカーボンネットワーク」との連携により、市民が日々の生活を見直し、 
  環境配慮行動を実践するきっかけを作る。 
 
４ 体制 

名称 開催時期 役割・内容 

役員会 
１０月 事業進捗及び予算執行状況の報告と意見交換 

 ３月 当年度事業及び決算報告、次年度事業計画及び予算の議決 

運営委員会 年４回程度 活動方針の立案・推進、部会の設置及び運営に関する調整、
広報及び情報の収集・共有、事業の企画などに関する事項 

 


